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新
規
化
学
物
質
に
係
る
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験
並
び
に
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一
種
監
視
化
学
物
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二
種
監
視
化
学
物
質
に
係
る
有
害
性
の
調
査
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総

理

府

項
目
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
九
年
厚

生

省
令
第
一
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
規
化
学
物
質

通
商
産
業
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に
係
る
試
験
並
び
に
第
一
種
監
視
化
学
物
質
及
び
第
二
種
監
視
化
学
物
質
に
係
る
有
害
性
の
調
査
の
項
目
等
を
定
め
る

省
令
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
別
に
定
め
る
試
験
の
試
験
成
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を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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害
性
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査
の
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等
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め
る
省
令
第
二
条
の
二
の
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定
に
よ
り
厚
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労
働
大
臣
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経
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別
に
定
め
る
試
験
の
試
験
成
績

新
規
化
学
物
質
に
係
る
試
験
並
び
に
第
一
種
監
視
化
学
物
質
及
び
第
二
種
監
視
化
学
物
質
に
係
る
有
害
性
の
調
査
の

項
目
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
同
令
第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
試
験
の
試
験
成
績
と
同
等
以
上
の
も
の
と
し
て
別
に
定
め
る
試
験
の
試
験
成
績
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
同
項
に
規
定
す
る
試
験
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
の
試
験
成
績
と
す
る
。
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